
３．市 税 の 税 率 等



　１．市税の税率等

（１）市税の課税標準及び納期一覧表

税　　目 課税客体 納        期

　個人市民税 　普通徴収

　　第１期　　　　 ６月２１日から　　　　７月　５日まで

　　第２期　　　　 ８月２１日から　　　　９月　５日まで

　　第３期　　　 １０月２１日から　　　１１月　５日まで

　　第４期 　　　１２月２１日から  翌年１月１０日まで

　特別徴収　　　　　

　　６月から翌年５月までの各月　（納期限は、翌月10日）

　法人市民税 　中間申告

　均等割 　　事業年度開始の日以後６カ月を経過した日から２カ月以内

　確定申告

　　事業年度終了の日から原則として２カ月以内

　　（法人税において確定申告書提出期限延長の特例を受け

　法人税割 　　　た場合は法人市民税についてもその期間だけ延長され

　　法人税額 　　　ます。）

　　第１期　　　　 ５月２１日から　　　　６月　５日まで

　　第２期　　　　 ７月２１日から　　　　８月　５日まで

　　第３期　　　 １１月２１日から　　　１２月　５日まで

　　第４期 　　　　１月２１日から　　　　２月　５日まで

（２）市税の税率

税　　目

　均等割 　３，５００円　（県民税　１，９００円）

　所得割 　一律　６％　（県民税　４％）

鉱産税
鉱物の採掘の事業を行
う鉱業者

市民税
（個人市民税）

税　　　　率

　　※地方税法第３１４条の３の規定による。

入湯税
　鉱泉浴場における入
湯行為

都市計画税

　都市計画区域内のう
ち、市街化区域に所在
する土地及び家屋の価
格

　　当月分を翌月末日まで

　　当月分を翌月１５日まで

　　固定資産税と同じ

市民税

　　市内に事務所、事
　業所等を有する法
　人

　　前年の所得につい
　て算定した総所得金
　額、退職所得金額及
　び山林所得金額

　原動機付自転車、軽
自動車、小型特殊自動
車及び二輪の小型自
動車

軽自動車税
(種別割）

　１月１日現在における
土地、家屋、償却資産
の所有者

固定資産税

　　全期　　　　　 ５月１５日から　　　　５月３１日まで

市たばこ税
　小売店に売渡した製
造たばこ

　　当月分を翌月末日まで

軽自動車税
(環境性能割）

　三輪以上の軽自動車
　(特殊自動車を除く）

　　取得したとき（申告納付）
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　１．市税の税率等

税　　目

　均等割

　　　１号法人　　　　　５０，０００円　　　　　　　　６号法人　　　　　　４００，０００円

　　　２号法人　　　　１２０，０００円　　　　　　　　７号法人　　　　　　４１０，０００円

　　　３号法人　　　　１３０，０００円　　　　　　　　８号法人　　　　１，７５０，０００円

　　　４号法人　　　　１５０，０００円　　　　　　　　９号法人　　　　３，０００，０００円

　　　５号法人　　　　１６０，０００円　　　

　法人税割

  ８．２％

　６．０％

　税率 　１．４％

　免税点 　土地　　　 　　３００，０００円

　家屋　　　 　　２００，０００円

　償却資産　 １，５００，０００円

　原動機付自転車 第１種　（５０ｃｃ以下）　   ２，０００円

第２種乙（５０ｃｃ超９０ｃｃ以下）   ２，０００円

第２種甲（９０ｃｃ超１２５ｃｃ以下）   ２，４００円

ミニカー   ３，７００円

　小型特殊自動車 農耕作業用   ２，４００円

その他（フォークリフト等）   ５，９００円

　二輪 ２５０ｃｃ以下   ３，６００円

２５０ｃｃ超   ６，０００円

　三輪 ６６０ｃｃ以下   ３，９００円　（３，１００円）

　四輪以上 乗用（営業用）   ６，９００円　（５，５００円）

乗用（自家用） １０，８００円　（７，２００円）

貨物（営業用）   ３，８００円　（３，０００円）

貨物（自家用）   ５，０００円　（４，０００円）

　　　　　適用されます。

　軽自動車の通常の取得価格を課税標準（免税点は50万円）とし、環境性能に応じて

税率が決められています。

　乗用自家用車の場合：非課税、０．５％、１％、２％

６，５５２円

(令和３年10月1日以降）

税率　１％

税率　０．７％

1日1人　　１５０円

1日1人　　　５０円

市民税
（法人市民税）

税　　　　率

　　　・　（ ）内の金額は、平成２７年３月３１日以前に初めて車両番号の指定を受けた車両に

　　　　　限りグリーン化特例（軽課税率）が適用されます。

　　　・　三輪以上の軽自動車で、平成２２年３月以前に初めて車両番号の指定を受けた車両

　　　　　※地方税法第３１２条第１項の規定による。

　税率 　０．３％

　　　資本金等の額が1億円以下の法人

　　　　　※令和元年１０月１日以降に開始する事業年度より

　　　資本金等の額が１億円を超える法人

　　※平成２０年１月１日より施設利用料金による二段階の不均一課税方式を導入。

　施設の利用料金　７，０００円以上

　施設の利用料金　７，０００円未満

　　　・　一定の環境性能を有する新車の三輪以上の軽自動車については、取得の翌年度に

           については、重課税率が適用されます。

　紙巻たばこ等（１，０００本につき）

鉱物の価格　２００万円を超える事業場

鉱物の価格　２００万円以下の事業場

入湯税

軽自動車税
(種別割）

市たばこ税

固定資産税

都市計画税

軽自動車税
(環境性能割）

鉱産税
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